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　〔共通事項〕

　　⑴	 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。

　　　ア　音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが

生み出す特質や雰囲気を感受しながら，知覚したことと感受したこととの

関わりについて考えること。

　　　イ　音楽を形づくっている要素及びそれらに関わる用語や記号などについ

て，音楽における働きと関わらせて理解すること。

第３　指導計画の作成と内容の取扱い

　１　指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

　　⑴	 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育

成に向けて，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。

その際，音楽的な見方・考え方を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を

生み出したり音楽を聴いてそのよさや美しさなどを見いだしたりするなど，

思考，判断し，表現する一連の過程を大切にした学習の充実を図ること。

　　⑵	 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の⑴，⑵及び⑶の指導については，ア，

イ及びウの各事項を，「Ｂ鑑賞」の⑴の指導については，ア及びイの各事項を

適切に関連させて指導すること。

　　⑶	 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は，表現及び鑑賞の学習において共通

に必要となる資質・能力であり，「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導と併せて，

十分な指導が行われるよう工夫すること。

　　⑷	 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の⑴，⑵及び⑶並びに「Ｂ鑑賞」の⑴の

指導については，それぞれ特定の活動のみに偏らないようにするとともに，

必要に応じて，〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連を図るようにする

こと。

　　⑸	 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応

じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

　　⑹	 第１章総則の第１の２の⑵に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などと

の関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，

音楽科の特質に応じて適切な指導をすること。

　２　第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

　　⑴	 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，次のとおり取り

扱うこと。


